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序文 

 

Techno 293 Plus （テクノ 293 プラス）クラスは、年齢を問わず、男性および女性の競技者のウインドサーファー・レ

ースの発展を育成、促進することに貢献する“ワン・デザイン”クラスである。 

 

Techno 293 Plus クラスの装備は、安価であり、耐久性があり、使用が容易である： コース、スラロームおよびマラ

ソンーのすべてのレース・フォーマットに相応している。 

 

Techno 293 Plus クラスの装備は、世界中の流通ネットワークを通じ容易く入手が可能である。Techno 293 Plus ク

ラスはー万国共通、ワン・デザイン、“ファンボード”レーシング・クラスである。 

 

Techno 293 Plus クラスの艇体、艇体付加物、リグおよびセールは、Bic Sport またはその指定した製造者によって

のみ製造されなければならない。装備は、Techno 293 Plus ワン・デザイン建造設計書に適合することを要求され、

認証された製造管理システムが条件となる。 

 

Techno 293 Plusの艇体、艇体付加物、リグおよびセールが製造者から出荷された後は、クラス規則のセクション C

で許可された範囲内での変更のみが可能である。 

 

レース中の装備の使用法を規定している規則は、クラス規則のセクション Cに含まれている。 

 

この序文は非公式な予備知識を前もって定めているだけであり、Techno 293 Plus クラス規則は次のページから正

式に始まる。 

 

備忘事項 

 

このクラス規則はクローズ・クラス規則である、規則で明確にできると述べていないことはしてはならない。  



 



パート I – 管理 

セクション A – 総則 

 

A.1 言語 

A.1.1 クラスの公式言語は英語とし、翻訳上で異議が生じた場合は英文を優先しなければならない。 

A.1.2 用語 “shall“ は義務であり、用語 “may” は許可である。 

 

A.2 略語 

A.2.1 IWA International Windsurfing Association 国際ウインドサーフィン協会 

 TCA Techno 293 Class Association テクノ 293 クラス協会 

 NCA National Class Association  国内クラス協会 

  

A.3 オーソリティーおよび責任 

A.3.1 クラスの国際的なオーソリティーは IWA であり、クラス規則に関するすべての事項について TCA（テクノ

293 クラス協会）と協同している。 

A.3.2 クラス規則に関する義務または法的責任は、IWA または TCA、またはその委任した代表者、のいずれも

負わない。 

 

A.4 クラスの管理 

A.4.1  IWAは、クラスの管理機能を TCAに委託している。 

 

A.5 クラス規則の解釈 

A.5.1  クラス規則の解釈は、TCA と協議の上、IWAによってなされなければならない。 

 

A.6 セール番号 

A.6.1 セール番号は国別に発行されなければならない（すなわち、各国がそれ自体の番号を発行する）。オーナ

ーの国別協会がクラスを管理する場合、オーナーは国別協会にセール番号を申し込まなければならない、

そうでなければ NCAに申し込まなければならない。 

 

A7 認可製造者 

A.7.1 Techno 293 ‘Plus’ ワン・デザインの装備は、クラス規則で認可製造者と呼称される Bic Sportまたは Bic 

Sportによって指定され認可された製造者によって、TCA と協議の上製造されなければならない。 

 

セクション B – 装備の有効性 

 

ウインドサーファーがレースをする資格を得るためには、このセクションの規則に適合しなければならない。 

 

B.1 大会検査 

B.1.1 総則 

大会におけるイクイップメント・インスペクターの役割は、クラス規則の遵守を保証することである。 

 

イクイップメント・インスペクターが、更なる調査が必要な装備の部品を決定する場合には、彼らがインスペ

クションの方法がいかに妥当と考えたとしても、標準またはインスペクションのために提供された他の装備

のサンプルとの比較を含めた方法を用いなければならない。この検査が、インスペクターが製造時の許容

誤差以内であるとみなす以上に、偏差を示す場合、このことを、調査および装備の適格性の決定のため、

TCAおよび Bic Sportのテクニカル代表者に報告しなければならない。 

 

B.2 大会限定マーク 

B2.1 大会が大会限定マークを用いる場合、これらマークは大会中に取り外してはならない。大会限定マークが

損傷または紛失した場合、これを大会レース委員会にできるだけ早急に報告しなければならない。 

B2.2 ウインドサーファーの部品を取替えなければならない場合、レース委員会は大会限定マークを交換した部

品に添付して、交換した部品に添付されていた大会限定マークは取り除くか表面を傷つけ読めなくしなけ

ればならない。 

 



 



パート II –必要条件および制限 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

乗員であるウインドサーファーは、レース中はパート II の規則に適合しなければならない。矛盾がある場合はセクシ

ョン Cを優先しなければならない。 

 

パート II の規則はクローズド・クラス規則である＜クラス規則で明確に認められていないものすべてを禁止している

クラス規則＞。 

 

セクション C – レースでの条件 

C.1 総則 

C.1.1 制限 

レース中は、1 つのボード、1 つのフィン、1 つのセンターボード、1 つのリグおよび 1 つセールのみを使用

しなければならない。 

 

C.2 乗員 

C.2.1 制限 

乗員は 1名で構成されなければならない。 

C.2.2 会員 

乗員は、NCAの会員でなければ国内または国際レガッタにおいてレースすることを許可されない。NCAが

ない場合には、乗員は TCAの会員でなければならない。 

C.2.3 ディヴィジョン 

(a) Techno 293 Plus Open 
(b) Techno 293 Plus under 19 

 

C.3 個人用装備品 

C.3.1  個人用装備品は認可製造者によって製造されていなくてもよい。 

C.3.2  安全および救命装備 

個人用浮揚用具が規定される場合、競技者は個人用浮揚用具を着用しなければならない、個人用浮揚

用具は、最低標準 ISO12402－5 に合致しなければならない。変更または追加の標準は、レース公示に

規定することができる。 

C.3.3 任意 

食料、および身体を保温したり乾燥したり、保護するのに効果のある個人用の身の回り品に加え、次のも

のを着用してもよい 

(a) ハーネス 

 (b) RRS付則 B3 43.1(a)に従って飲料を入れるための容器 

(c） 電子式または機械式の時間調整装置 

(d) 心拍数記録装置（A heart rate monitor device） 

C.3.4 義務 

乗員によって着用または搭載される衣類および装備は、ハーネスは含め飲料用容器は除き、9kg を超え

てはならない。 

 

C.4 携行用装備品 

C.4.1  携行用装備品は、認可製造者によって製造されていなくてもよい。 

C.4.2 任意 

長さ最短 5m、推奨直径 4mm の曳航ロープを、乗員によって搭載することができる。曳航ロープの使用は、

大会のレース公示または帆走指示書において必須として指定することができる。 

 

C.5 広告 

C.5.1  制限 

広告は ISAF規定 20‐広告コードに従ってのみ表示されなければならない。 

 



 



C.6 艇体 

C.6.1 制限 

(a) 大会中、1 つを超えない艇体のみを使用しなければならない、ただし紛失するか修理不能な損傷を

被った場合を除く。交換は、レース委員会の承認を得た場合のみ、行うことができる。 

(b) 最多 6本、最少 4本のフット・ストラップは、ステンレス製のねじと座金を使用し差込口に取り付けな

ければならない。フット・ストラップは、各々の端で少なくとも 1 個のねじと座金で取り付けなければ

ならない。フット・ストラップは、大会中変更または交換することができる。 

C.6.2 艇体重量 

(a) 艇体重量は、完備したマスト・トラックおよびガスケット部品を含め、12.3kg 以上でなければならな

い。 

(b) 艇体は、艇の後端を垂直に立てて、最低 10分間水を排出した後に、計量することができる。 

C.6.3 保守および改造 

(a) 艇体は、クラス規則によって許可されたものを除き、どのような方法でも変更してはならない。 

(b) 修理は、このような修理が本来の基本的な形状、特性または機能に影響を及ぼさない方法により

行われるという条件で、実施することができる。シリアル番号は判読できるよう残しておかなければ

ならない。 

(c) デッキ・グリップは、本来のデッキ図面が判読できる条件で、クリアー塗装で本来の状態に戻すこと

ができる。 

(d) 追加の付属の穴をフット・ストラップに加えることができる。フット・ストラップはテープを巻くことがで

きる。 

(e) どのような潤滑油でも、マスト・トラック・アセンブリーとガスケットに使用してもよい。 

(f) 艇体の裏側は、汚れをこすり落とし磨くことができる。 

(g) センターボード・カセットは、詰め物をすることができる。 

(h) いずれの方向にも 125mm を超えない幅の、1 枚の粘着プラスチックまたは糸編みテープを、セン

ターボード・ガスケットの前方端の上の艇体に接着することができる。 

 

C.7 艇体付加物 

C.7.1 制限 

(a) 大会中、最多 1つのセンターボードおよび 1つのフィンを、テクノ 293の製造者によって供給された

とおりに、使用しなければならない、ただし紛失するか修理不能な損傷を被った場合を除く。交換は、

レース委員会の承認を得た場合、のみ行うことができる。 

(b) センターボードは、レース中は常時センターボード・ケースに搭載しなければならない。 

C.7.2 保守、改造および修理 

(a) 艇体付加物は、クラス規則によって許可されたものを除き、どのような方法でも変更してはならない。 

(b) 修理は、本来の基本的な形状、特性または機能に影響を及ぼさない方法により行われるという条

件で、実施することができる。 

(c) フィンの付け根の側面は、フィン・ボックスに取り付けるため詰め物をすることができる。 

(d) 艇体付加物は、その艇体付加物の基本的な形状および特性に影響を及ぼさないという条件で、軽

く紙やすりをかけたり磨いたりすることができる。 

 

C.8 リグ 

C.8.1 制限 

(a) 大会中、最多 2 本のマストおよび 2 本のブームを使用することができる、ただしある部品が紛失す

るか偶然に修理不能な損傷を被った場合を除く。そのような部品は、同じ型の部品で、かつレース

委員会の承認を得た場合、のみ交換することができる。 

C.8.2 保守および改造 

(a)   リグは、クラス規則によって許可されるものを除き、どのような方法でも変更してはらない。 

 (b) 修理は、このような修理が本来の基本的な形状、特性または機能に影響を及ぼさない方法により

行われるという条件で、実施することができる。 

(c)    マスト・スパは、Techno293 ODエクステンションを使用して延長しなければならない。 

(d)    マスト・スパ・エクステンションは、自己粘着テープで詰め物をすることができる。 

 



  



(e) マスト差込口は、詰め物をすることができる。 

(f) どのようなアップホールを、取り付けることができる。 

(g) リグを艇体に固定するためなんらかの安全ラインまたは装置を取り付けなければならない。 

(h) ダウンホール調整システムは任意である。  

(i) アウトホール調整システムは任意である。 

(j) ブーム・スパ・グリップの表面は、研磨材を使用してざらざらにすることができる。 

(k) クリート、滑車およびロープは、同じ特性と機能のものと交換することができる。 

(l) どのようなハーネス・ラインも使用することができる。 

(m) 製造者によって供給されたリグに付属したクリートおよび滑車は、取り外し、または同じ特性と機

能を持つ部品のみを使用し本来の位置に交換する、ことができる。リヴェットは、リヴェット、ねじ

または任意のナット付きボルトに交換することができる。 

 

C.9 セール 

C.9.1 制限 

(a) 大会中、最多 2 枚の、異なるセール・エリアの、セールを、使用しなければならない、ただしセー

ルが紛失するか偶然に修理不能な損傷を被った場合を除く。交換は、同じセール・エリアのセー

ルで、かつレース委員会の承認を得た場合、のみ行うことができる。 

(b)       8.5 セールを登録する競技者は、交換ダウンセールとして 7.8 セールも登録できる： 最大セー

ルとして 7.8セールを登録する競技者は、交換ダウンセールとして 6.8セールも登録できる。 

(c) セールには 1組のみのバテンを、大会中使用しなければならない。 

C.9.2 セールの識別 

(a) 国を示す文字と番号 

国を示す文字とセール番号は、セールに、黒文字で、不透明な白色の背景上に“背中合わせ”で

張り付けなければならない；位置はバテン４の上方の枠内、できるだけリーチに近く。不透明な

背景は国を示す文字とセール番号から最小 30mm 以上広げておかなければならない。 

(b) ディヴィジョンの識別 

主催団体がディヴィジョン識別の使用を指定する大会においては、識別は支給され、帆走指示

書に指定されたとおりにセール上に掲示しなければならない。 

C.9.3 保守、改造および修理 

(a) セールおよび艤装品は、クラス規則によって許可されたものを除き、どのような方法でも変更し

てはならない。 

(b) 修理は、そのような修理が本来の基本的な形状、特性または機能に影響を及ぼさない方法によ

り行われるという条件で、実施することができる。 

(c) どのような透明な自己粘着モノ－フィルム・パッチでも、ブーム・スパの近くのセールに貼ること

ができる。 

(d) どのような潤滑油でも、キャンバー・インデューサーに使用することができる。 

(e) バテンおよびキャンバー・インデューサーは、認可製造者によって供給された同じ型の艤装品に

交換することができる。 

 

セクション D – 艇体 

 

D.1 製造者 

(a) 艇体および艤装品は、認可製造者によって製造されなければならない。 

(b) 艇体は、認可製造者の所有権のあるモールドを使用してのみ製造されなければならない。 

 

D.2 識別 

(a) 艇体には、認可製造者によって貼りつけられた固有のシリアル番号を、保有していなければなら

ない。 

(b) 艇体には、製造者によって貼りつけられた公式の ISAFロゴを表示しなければならない。 

  



 



D.3 材質、構造および寸法 

艇体は、Techno 293ワン・デザイン建造設計書に適合しなければならない。 

 

D.4 艤装品（フィッティング） 

(a) マスト・トラック一式 

(b) センターボード・カセット 

(c) フィン・ボックス 

(d) ガスケット・アセンブリー 

(e) ガスケット 

(f) フット・ストラップ固定差込口 

(g) フット・ストラップ 

 

セクション E – 艇体付加物 

 

E1 部品 

(a)     46cm ワンデザイン フィン 

(b) 50cm ワンデザイン フィン 

(c)     ワンデザイン センターボード 

 

E.2 製造者 

(a) 艇体付加物は、認可製造者によってのみ製造されなければならない。 

 

E.3 識別 

(a) フィンおよびセンターボードは、軸上に固有の ID番号を搭載することができる。 

 

E.4 材質、構造および寸法 

艇体付加物は、Techno 293ワン・デザイン建造設計書に適合しなければならない。 

 

セクション F – リグ 

 

F.1 部品 

(a) 460 ワンデザイン マスト  

(b) 490 ワンデザイン マスト 

(c) 205 – 255 ワンデザイン ブーム 

(d) 185 – 235 ワンデザイン ブーム 

 

F.2 製造者 

マスト、ブームおよび艤装品は、認可製造者によってのみ製造されなければならない。 

 

F.3 識別  

マストのトップおよび底部の部分には、認可製造者によって発行される刻印されたリアル番号を搭載する

ことができる。 

 

F.4 材質、構造および寸法 

マストおよびブームは、Techno 293ワン・デザイン建造設計書に適合しなければならない。 

 

F.5 艤装品（フィッティング） 

(a) マスト・フット 

(b) マスト・エクステンション 

 

セクション G –セール 

 

G.1 部品 

(a) 8.5平方 m ワン・デザイン・セール 

  



  



(b) 7.8平方 mワン・デザイン・セール 

(c) 6.8平方 mワン・デザイン・セール 

 

G.2 製造者 

セールおよび艤装品は、認可製造者によって製造されなければならない。 

 

G.3  識別 

クラスを示す印は認可製造者によって貼りつけなければならない。 

 

G.4  材質、構造および寸法 

セールは、Techno 293ワン・デザイン建造設計書に適合しなければならない。 

 

G.5 艤装品（フィッティング） 

(a) バテン 

(b) キャンバー・インデューサー 

 
 

発効：2016年 1月 1日 

Techno 293 Class Association （テクノ 293 クラス協会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翻訳日：2016/12/24 

(1) このクラス規則は、Techno 293 Class Association発行の TECHNO 293 ‘PLUS’ CLASS RULES を、

我が国の Techno 293 サーファーおよび関係する団体のために、日本ウインドサーフィン協会（Japan 

Windsurfing Association : JWA）がナショナルジャッジの山岡閃氏の協力のもとに翻訳したものである。 

(2) 翻訳に当たっては、クラスの公式言語が英語であるため（クラス規則 A.1.1）、できるだけ原文に忠実に、か

つ用語については統一した表現とするよう努めている。一部理解を容易にするために原文の意味をそこな

わない範囲で意訳した箇所もある。 

(3) このクラス規則で使用されているセーリング競技規則（RRS）およびセーリング装備規則（ERS）の用語の

日本語訳については、日本セーリング連盟発行の邦訳版にできるだけ合致するよう努めている。 

＜ ＞は、翻訳者による注釈である。 

 

翻訳:  日本ウインドサーフィン協会（Japan Windsurfing Association）ｂ 

http://www.jw-a.org/ 
 

（注）プリントする場合は、『用紙 A4 サイズ、 冊子印刷（両面）』が適している。 
 

 


